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2016年4月1日より、景品表示法に課徴金制度が導入され、先月、自動車メーカー等に課徴金の1号案件
が出たことを受け、事業者には同制度の理解とコンプライアンス意識の更なる向上が求められるようになりました。
そこで、制度の導入に携わられた内田・鮫島法律事務所の染谷先生をお招きし、課徴金制度導入の経緯や考
え方、事業者に求められる取り組みを分かりやすくご説明いただく『通販広告表示講習会』を大阪と福岡の 2 会
場で開催いたします。課徴金制度を理解するために必要な知識と、広告表現等の正しい情報を身に付ける場と
して、本講習会を是非ご活用ください。 
※本講習会は、昨年 12月の通販広告表示講習会で大変好評だった染谷先生のプログラムに加え、課徴金第
1号の事案解説も含めた、拡大版として開催するものです。 

記 
◆開 催 日： 
会場 開催日 定員※先着 会場 

大阪 3月23日(木) 50名 
阪急グランドビル２６F 貸会議室 『8・10会議室』 

（大阪市北区角田町8番47号 阪急グランドビル26F） 

福岡 3月24日(金) 50名 
JR博多シティ貸会議室9F 『会議室2』 

（福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1JR博多シティ9F） 
 
◆プログラム（予定）１４：００～１６：００（質疑応答含む） 受付開始 １３：３０~ 
 １４：００～１６：００ 

「改正景品表示法における課徴金制度とコンプライアンス」 
１．課徴金制度導入の経緯と課徴金制度の概要 
２．課徴金額の算定（通信販売特有の対象媒体の範囲について） 
３．課徴金１号案件の解説と景品表示法コンプライアンス（景品表示法違反の防止、不当表示インシデント
対応について） 

講師：内田・鮫島法律事務所 弁護士 染谷 隆明 先生 
 

◆対 象：表示等管理担当者、表示等関連部署の担当者、景品表示法に関する知識を身につけたい方  

◆定 員：各会場50名※先着順とさせていただきます。 
◆参 加 費：JADMA正・賛助会員 \2,000 ／ 一般 \4,000（税込：お一人様） 

◆お支払方法：お申し込み確認後、事務局より申込代表者様宛に請求書を郵送いたします。 
 請求書記載の期日までにお振込みをお願いします。 
 



 

◆申込方法： 
ＪＡＤＭＡのWebサイト内の申込WEBフォーム（https://39auto.biz/jadma1983/touroku/ad5.htm） 
よりお申し込みいただくか、下記申込書をご記入の上、FAXにてお申込みください。事務局にてFAX確認後 
3営業日以内に申込代表者様宛に申込確認のメールをお送りします。しばらく経過してもメールが届かない場合は、
お手数ですが、下記お問合せ先までご連絡をお願いします。 
◆ご 注 意：入金後、申込者の都合によりキャンセルされる場合はご返金いたしかねますので、予めご了承ください。 
 お申し込みは先着順とさせていただきます。定員になり次第募集を締め切らせていただきます。 
 受講票はお送りしておりませんので、講習会当日は受付スタッフに名刺を1枚ご提示の上、 
 ご入場ください。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
申込先 ＦＡＸ：０３－５６５１－１１９９（ＪＡＤＭＡ事務局 行） 

 
申込日     月     日 

受講会場 
（○印で選択） 

大阪会場 
●3/23（木） 

福岡会場 
●3/24（金） 

 

社 名  

申 込 者 
連 絡 先 
※必須 

（〒       ） 

氏  名 所属部課 

電話番号 e-mail  

※お申込者様が本講習会を受講される際は、お手数ですが再度下記受講者欄にお名前をご記入ください。 

受 講 者 

氏  名 所属部課 

1.  

2.  

3.  

備 考 欄  

お問合せ先：（公社）日本通信販売協会 事務局 三浦・宮崎 ＜TEL＞03-5651-1155 

 

https://39auto.biz/jadma1983/touroku/ad5.htm

